
Q1
本籍地・氏名が変わりました。30日以内に籍（名簿）訂正・免許証書換えの交付申請
をするとのことですが、気づかずに30日を過ぎてしまいました。どうすれば良いで
しょうか？

A1
住所地を管轄する保健所（看護師・保健師・助産師は就業地を所管する保健所）で、速
やかに籍（名簿）訂正・免許証書換えの交付の申請をしてください。その際には、遅延
理由書（様式は保健所にあります）の提出が必要となります。

Q2 申請してから免許証の発行までどのくらいの期間を要しますか？

申請後、免許証の発行まで、おおよそ３ヶ月ほど時間を要します。ご希望の方には、免
許証が届いたことを保健所からお知らせしますので、官製葉書をご用意ください。

交付までの流れ

申請者 → 保健所 → 県医療対策課 → 厚生労働省 → 県医療対策課 → 保健所→ 申請者

Q3 以前に罰金刑以上の刑に処せられました。免許申請をしても大丈夫ですか？

A3
申請書類に、①罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書②（罰金刑については）
当該罰金にかかる領収証書③反省文を添付してください。交付までに要する日数が長く
なることもあります。

Q４
結婚した際に、籍（名簿）訂正は行いましたが、免許証の書換えはしませんでした。こ
のたび、免許証の書換えを行いたいのですが、必要な書類は何ですか？

A４
籍（名簿）訂正と同様の書類を用意してください。なお、この場合、収入印紙（登録免
許税）は不要です。

Q５
本籍地が変わりました。しかし、以前結婚して相手方の籍に入籍しており、その変更の
手続きをしていません。必要な書類は何ですか？

①本籍地の変更後（現在）の戸籍抄（謄）本

②結婚後の除籍抄（謄）本

③免許証

④収入印紙（登録免許税）１,000円分

免許証に記載されている都道府県と結婚後の都道府県が異なり、本籍地の変更後の都道
府県が結婚後の都道府県と異なるが、免許証の都道府県と同一になった場合は、結果的
に新たに作成される免許証の都道府県に変更はありませんが、本籍地の変更は２回と数
えます。

例 免許証記載本籍地 結婚により本籍地変更 本籍地変更
茨城県 → 千葉県 → 茨城県

＊本籍地の変更は２回となります。

A2

A５

免許交付申請Ｑ＆Ａ



Q６ 帰化して日本国籍を取得しました。必要な書類は何ですか？

A６
①戸籍抄（謄）本、②免許証、③収入印紙（登録免許税）１,000円分（本籍地の変更
と氏名の変更）が必要です。
なお、帰化した場合は、生年月日が西暦から元号に変わります。

Q７ 外国籍ですが、帰化せず結婚し通称名を変更しました。必要な書類は何ですか？

A７
通称名は登録事項ではありませんが、変更希望の場合は、①外国人登録原票記載事項証
明証、②免許証を添付し、申請してください。なお、手数料は不要です。

Q８
帰化して日本国籍を取得しました。しかし、以前に結婚をして通称名を変更しました
が、その変更の手続きをしていません。必要な書類は何ですか？

A８
帰化した場合は過去の通称名の変更の手続きを行っていなかったとしても、国籍と氏名
の変更についてのみ行えばよいので、必要な書類は①戸籍抄（謄）本、②免許証、③収
入印紙（登録免許税）1,000円です。

Q９
保健所の執務時間内に窓口に申請することができません。免許証の交付を郵送で申請す
ることはできますか？また、免許証を郵送していただけますか？

A９

郵送での申請及び交付された免許証の郵送の受け取りはできません。執務時間内に保健
所窓口まで来庁ください。
どうしても申請者本人が来られない場合は、代理人による申請及び受け取りができま
す。その際には、委任状等が必要ですので保健所にご確認ください。ただし、免許証再
交付申請については、必ず申請者本人が来庁ください。

Q10 転居をして住民票を異動しました。必要な書類は何ですか？

A10
戸籍の変更が無ければ、手続きは不要です。単に住民票を異動しただけでは手続きは必
要ありません。

Q11
看護師と保健師の免許証を持っています。結婚して相手方の籍に入籍しました。必要な
書類は何ですか？

A11

２種類以上の免許証の籍訂正は、別々のものと考えてください。したがって、①戸籍抄
（謄）本２通、②それぞれの免許証、③それぞれに必要な収入印紙（登録免許税）
１,000円分×２枚が必要です。
同様に、看護師、保健師、助産師の3つの免許証を持っている場合は、①戸籍抄（謄）
本３通、②それぞれの免許証、③それぞれに必要な収入印紙（登録免許税）１,000円
分×３枚が必要となります。


